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問い合わせ　介護保険課　☎２３-３２９３

　令和８年度の介護保険料は、令和７年中の所得
や令和８年４月１日現在の世帯の住民税課税状況
に基づき、所得段階に応じて決定します。
　６月中旬に「介護保険料決定通知書」を郵送し
ますので、保険料や納付方法をお確かめください。

■ 所得段階別の介護保険料

介護保険法施行令の改正により、令和８年度か
ら第１段階、第２段階、第４段階および第５段
階の所得基準を「80.9 万円」から「82.65 万円」
に変更しています。

所得所得
段階段階 対象となる人対象となる人 保険料年額保険料年額

１

本
人
が
住
民
税
非
課
税

世
帯
非
課
税

・生活保護を受給している人
・老齢福祉年金を受給している人
・本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の
合計が 82.65 万円以下の人

１９，５００円（注）

２ 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合
計が 82.65 万円を超え 120 万円以下の人 ３５，１００円（注）

３ 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合
計が 120 万円を超える人 ５３，４３０円（注）

４ 世
帯
課
税

本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合
計が 82.65 万円以下の人 ７０, ２００円

５ 本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合
計が 82.65 万円を超える人 ７８，０００円

６

本
人
が
住
民
税
課
税

本人の合計所得金額が 60 万円未満の人 ９３，６００円

７ 本人の合計所得金額が 60 万円以上 120 万円未満の人 ９７，５００円

８ 本人の合計所得金額が 120 万円以上 165 万円未満の人 １０１，４００円

９ 本人の合計所得金額が 165 万円以上 210 万円未満の人 １０５，３００円

10 本人の合計所得金額が 210 万円以上 320 万円未満の人 １１７，０００円

11 本人の合計所得金額が 320 万円以上 420 万円未満の人 １３２，６００円

12 本人の合計所得金額が 420 万円以上 520 万円未満の人 １４８，２００円

13 本人の合計所得金額が 520 万円以上 620 万円未満の人 １６３，８００円

14 本人の合計所得金額が 620 万円以上 720 万円未満の人 １７９，４００円

15 本人の合計所得金額が 720 万円以上の人 １８７，２００円

納付方法
・特別徴収（年金からの引き去り）
・普通徴収（納付書による納付または口座振替）
・併用徴収（特別徴収と普通徴収の両方）

（注）低所得者の保険料軽減の実施に伴い、第
１～３段階の保険料が減額となっています。

令和８年度  介護保険料のお知らせ
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